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新新  しし  いい  業業  務務  

 業務開発部副部長 手塚 理恵 
 
業務開発部主催の成年後見制度の研修も、会員皆さん  

のご協力により無事 6 回を終了しました。今後は家庭裁  
判所に置かせてもらう名簿搭載者を決め、その方にはさ  
らに実務研修を積んでもらいます。成年後見制度の研修  
が進むにつれ、この制度はこれからの世の中に絶対必要  
な制度だと思いましたが、制度自体知られていないため  
普及していません。  

多くの会員の方は遺言、相続の業務に携わっています。  
その機会に是非、成年後見制度を説明してください。家  
族内の人間関係で悩んでいる人からの相談もあると思い  
ます。そのときにもこの制度を説明し安心してもらって  
ください。  

毎年全国女性行政書士大会が有志により各県持ち回りで開催されます。女性会長も神奈  
川・新潟・福島と 3 人誕生し益々盛り上がっています。私も毎年のように参加しています  
が、各単位会から色々な取り組みが発表されます。ADR については何年も前から法務研  
修を重ねスタートラインに立っているところもあります。  

既存業務の見直しをしている会もあります。香川会は分筆を伴わない境界確認は行政書  
士の法定業務にもかかわらず、長年その分野で活躍する人が少ないため他士業の職域にな  
っているとの反省から「会標作成プロジェクト」を立ち上げ、行政書士の存在を示すため  
境界標識に日行連のマークを使用することを承認してもらうのに、研修を積んでいます。  

経営審査の事前審査等公共の嘱託業務を受けている会もあります。メリットは県民に広  
く行政書士をアピールするのはもとより、行政が電子システムを構築する時に最初から話  
し合いに参加でき電子申請の場面に行政書士の表示を入れてもらえたそうです。  

既存業務の能力アップを図りながら、新しい業務に取り組むことが必要だと思います。 
どの単位会も一生懸命です。ちょっとでも気を抜けば単位会間で格差が生じてくるでし  
ょう。  
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業務開発部では、企業法務について検討を重ね

てまいりました。行政書士が企業法務分野に参入

するためには、豊富な法律知識のみならず、経営

学の知識も必要になると考えます。参入にあたり、

必要とされる知識は以下のようになります。 
 
【基礎知識】 
１ 法学概論 
２ 民法 
３ 民事訴訟法 
４ 商法・会社法 
５ 行政法 
【専門分野の知識】 
１ コンプライアンスマネジメント 
２ リスクマネジメント 
３ 企業の社会的責任（CSR マネジメント） 
４ 内部統制理論 
５ 内部監査理論 
６ 経営管理論 
７ 経済法 
８ 知的財産に関する法律 
９ 消費者関連法 
10 環境関連法 
11 労働関連法 
12 個人情報保護法 
 
 専門分野の知識は、クライアントがどのような

分野であろうと必要であると思われるものを例示

いたしました。しかし、クライアントの業種によ

っては、さらに知識が要求される場合もあります

し、逆に不要な場合もあるかと思われます。 
 企業法務の究極の目的は、コンプライアンスマ

ネジメント 1、リスクマネジメント 2、ＣＳＲマネ

ジメント３の三本柱を根幹として、企業倫理を確

立することにあると考えます。企業倫理の確立方

法として、法律家が主導するコンプライアンス型

（法令遵守を目指す戦略）と経営者が主導するヴ

ァリュー・シェアリング型（誠実さを目指す戦略）

に通常区分されますが、実際上は両者を融合させ

た時点で完成させられると考えられています。 
今後、中小企業を対象とした企業法務の需要は

ますます高まっていくものと考えます。 
 業務開発部では、行政書士の職域確保のため、

企業法務を主力基幹業務と位置づけるべく今後も

研究・開発を続けていきたいと考えております。 
(業務開発部 松岡英彦) 

 
 
 
 コンプライアンス型 ヴァリュー・シェアリング型 

精 
神 
的 
基 
盤 

外部から強制された基

準に適合・法令遵守 
自ら選定した基準に従う 
自己規制 

目 
的 

非合法的行為の防止 責任ある行為の実行 

主 
導 
権 

法律家が主導 経営者が主導 

方 
 
法 

教育・訓練・学習 
個人裁量範囲の縮小 
監査と統制 
罰則 

教育・訓練・習得 
リーダーシップ 
明確な責任 
組織全体の諸システム 
意思決定プロセス 
監査と統制 
罰則 

通 
報 
制 
度 

他の社員の違反行為の

通報（ホットライン） 
自らの行動の是非に関する 
事前相談（ヘルプライン） 

人 
間 
像 

物質的な自己利益に導

かれる自立的存在  
物質的な自己利益だけでな

く、価値観、理想、同僚にも

導かれる社会的な存在 

  
                                                  
１ コンプライアンスマネジメントとは、一般に「法令遵

守」と訳されています。最近では、単に法令等の規定

に違反しないという消極的な意味にとどまらず、背景

にある精神や価値観まで遵守し、実践していく活動と

して捉える傾向が強まっています。 
 
２ リスク・マネジメントとは、企業がその事業活動を展

開していく中で、リスクを回避するための社内の仕組

みをさします。 
 
３ ＣＳＲマネジメント（コーポレーテッドソーシャルレ

スポンシビリティ・マネジメント）を直訳すると、「企

業の社会的責任」最近では、企業が自社の収益性を追

及するだけでなく、企業の規模に応じて環境保護活動

やボランティア等を通じて社会貢献活動を行うこと

が企業に対する評価の一指針になっています。 
 
 
 
 
 
 

企企業業法法務務ににつついいてて    ～～業業務務開開発発部部レレポポーートト～～  

栃木県行政書士会 
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 ２月１４日、平成１８年度「外国人関係相談機

関連絡会議」が栃木県国際交流センターで開かれ、

栃木県行政書士会からも会員２名（宇都宮支部鈴

木宏昌会員・同深見史会員）が出席した。 

 連絡会議には、市町村の関連課の他、労働基準

監督署、児童相談所、警察署、医療機関など、日

常的に外国人市民から相談を受けている４７団体

が参加、今後の活動における連携について意見交

換を行った。 

 会議に先立ち、ＮＰＯ法人「多文化共生センタ

ー東京」の関口耕一郎氏が「災害時における外国

人支援について」と題して講演を行った。 

関口氏は、新潟地震被災地での支援活動の経

験に基づき、災害時における外国人支援の具体的

な方法について細やかな提言を行い、日常的な取

り組みの必要性を訴えた。 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、栃木県には３万３千人の外国人が在住

している。在留の長期化が進み、永住者が急増し

ている状況から、今後、外国人市民からの多方面

にわたる相談が増加することが予想される。 

 外国人市民の相談に応じ、適切な助言や支援を

行うためには、通訳の確保などの具体的な技術面

の整備も当然ながら、言語や文化の差異について

の鋭敏な感性が要求される。 

行政書士は、外国人市民にとって最大の問題

ともいえる在留資格について最も深い知識と資格

を有している存在である。外国人市民のための相

談窓口としての信頼を得ていくために、専門性を

高めるための研鑽、関係各機関との連携を深める

ための交流事業など、行政書士会として取り組む

べき課題は多い。       
（宇都宮支部 深見史） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

――外外国国人人相相談談機機関関連連絡絡会会議議開開かかれれるる―― 

外外国国人人支支援援体体制制のの確確立立をを！！ 

業務研修部よりお知らせ

 

以下の書籍を購入しました。 

会館２階の図書室で閲覧できます。 

 
・実務家のための相続法と登記 
・初任者のための戸籍実務の手引き 
・実務家のための相続遺言の手引き 
・新会社法定款事例集 
・出入国管理外国人登録実務六法 
 

 ぜひご利用下さい。 
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今回の研修のキーワードとなったのが「メディ

エーション」である。「調停」に近い意味だが、「調

停」ではない。しっくりする日本語がないので、

あえてカタカナのままのようである。 
中国古代から今日の世界の紛争解決に至るま

で、交渉学の一分野とはいえ、極めて身近で遠大

な世界だと感じた(「観解」「調解」と解く人もい

るようだが)。 
その基本的な姿勢は、～押し付けない中立～。 

ともすると、解決を急ぎたくなるものだが、また、 

自分の描く解決法に導きがちなものだが、一切の 

主観を捨てて、当事者の思いを写し出す。そして 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

しっかり応じる。なかなか胆力もいるゾ、と感じ

た初めての「メディエーション」だった。 
 構造改革・規制緩和の中の士族の将来像。ＡＤ

Ｒは確実に一つのその姿を示している。避けては

通れないが、しかし、恐れることもない。「資質の

向上」は望むところであり、むしろ当然のことだ

からだ。司法制度改革の流れの中、大きな視点を

持ち、地道な取組みと、研鑽を持続することの中

に可能性もあるということなのだろう。遅まきな

がら、今、スタートラインに立ったばかりである。 
            (足利支部 新井紀代) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平平ららにに聴聴くくここととかからら始始ままるるＡＡＤＤＲＲ  

――ＡＡＤＤＲＲ実実施施者者養養成成研研修修会会  ((iinn 水水戸戸))――  

 

平成１９年２月２３・２４日の２日間、茨城県開発公社ビル（水戸市） で、茨城会・ 
群馬会・栃木会からなる北関東ＡＤＲ協議会主催の研修会が開催された。 
今やＡＤＲは、好むと好まざるとに関わらず、避けては通れない。 

 

＜メディエーションとは＞ 

メディエーションはもめごとの両当事者がお互いの解決方法を見つけ出し、解決案を一緒に創っていく話し合い

の方法です。 

第三者としてお話し合いの交通整理をするメディエーターは両当事者を説得するのでなく、 当事者の方々が安

心してそれぞれの「考え方」や「気持ち」などをお話ししていただけるような場を創り、話し合いを促進すること

が役割になります。 

メディエーションの場では結論を急ぐのではなく、話し合いに関わるすべての人がそれぞれのすれ違いや、感情

を理解して、 お互いの解決方法を見つけ出していくプロセスを大切にしながら話し合いをすすめます。 
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事務局よりお知らせ

市町村合併に伴う申請書提出のお願い

市町村合併に伴い『本籍』『住所』『事務所所在地』に変更が生じた場合、変更

登録申請が必要です。該当する会員の方は、下記の必要書類を事務局までご郵送

ください。(※変更登録手数料は無料) 
【必要書類】 

◆ 行政書士変更登録申請書 

◆ 各市町村の証明(発行日以降３ヶ月を経過していないもの) 

◆ 顔写真２枚 

(タテ３cm×ヨコ２．５㎝、裏面に氏名明記) 

市町村合併後の栃木県地図 (2007/3/31 以降) 

        
                      
                                         

                              那須町 
                           黒磯市 
                        西那須野町 
                           塩原町 
                          那須塩原市 
                                     
                                     
                                     大田原市 
                                   大田原市・湯津上村・黒羽町 
              日光市          矢板市   
           日光市・今市市    塩谷町             

 足尾町・栗山村・藤原町           さくら市  那珂川町 
                                 氏家町  馬頭町・小川町 
                                喜連川町 
                                     那須烏山市 
                           宇都宮市 高根沢町 南那須町・烏山町 
                        上河内町・河内町 
                 鹿沼市      宇都宮市 芳賀町 

鹿沼市・粟野町             市貝町 
                                          茂木町 
                     
             佐野市   西方町 壬生町     真岡市 
             田沼町    都賀町    上三川町     益子町 
             葛生町           
              佐野市  栃木市 下野市 二宮町                             

        足利市      大平町 
                    岩舟町 小山市 
   

                  藤岡町 
                       野木町 
 

※二宮町、真岡市へ編入合併申入れ(2009/3 目標) ※07/3/8 付下野新聞 

        

                                     

                  

 

         

南河内町 
石橋町 
国分寺町 
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日／曜日 内   容 出  席  者 №頁

1日 木 サーバー管理規程打合せ 岡井部長 木下副部長 新井部長 清水副部長

田代理事 
① 

2日 金 会員管理システム 会長  ② 

5日 

 

月 
 

諸会議 会長 秋田副会長 前澤副会長 堀越副会長 
宮嶋副会長 岡井部長 

③ 

 

7日 水 ICT 委員会 会長 前澤副会長 田渕委員長 関副委員長 
白澤理事 栁専門部員 

④ 

  Jw_cad 研修会 会長 前澤副会長 田渕委員長 関副委員長 
白澤理事 栁専門部員 小林会員 

⑤ 

8日 木 総務部会 会長 宮嶋副会長 岡井部長 木下副部長 
石川理事 鈴木康夫理事 和賀井理事 

⑥ 

9日 金 基礎研修会 風間部長 江連理事 ⑦ 

  編集会議 会長 秋田副会長 新井部長 清水副部長 
山本昭子理事 田代理事 大石理事 

⑧ 

事務局 PC 設定作業 田代理事 ― 

業務開発部会 会長 秋田副会長 毛塚部長 手塚理恵副部長  
松岡英彦理事  

⑨ 

会計精査 根岸理事 ― 

13日 火 

ADR 基礎研修会 松岡英彦委員長 田渕理事 田沼専門部員 ⑩ 

14日 水 長野会会館竣工式及び祝賀会 会長 ― 

15日 木 学事課との連絡会 会長 宮嶋副会長 岡井部長 鈴木康夫理事  
和賀井理事 

― 

16日 金 総務部・選挙管理委員会合同会議 会長 宮嶋副会長 岡井部長 青木勇夫委員長  
小林副委員長 金井委員 山本譲委員 市村委員

平井委員 青木絹子委員 奥村委員  
手塚志郎委員 大貫茂委員 

⑪ 

19日 月 法定業務研修の準備 風間部長 江藤理事 ― 

法定業務研修会 風間部長 江藤理事 ⑫ 20日 火 
PCA 会計ソフトのデータ移行 田代理事 ― 

21日 火 法定業務研修会 風間部長 江藤理事 ⑬ 

23日 金 総務部会 会長 宮嶋副会長 岡井部長  ― 

28日 月 編集会議 新井部長 清水副部長 山本昭子理事 田代理事 
大石理事 

⑭  

２００７．２  

「こんな文書が届いています」のコーナーです。 

詳細につきましては、事務局保管の文書または会員ホームページ等でご確認下さい。 

 

  文 書 タ イ ト ル 受信日 発信元 

■特殊車両オンライン申請システム説明資料の送付について 07/2/9 日行連 

■電子証明書に関するアンケート結果について 07/2/13 日行連 

■非行政書士による行政書士法違反事案に関する実態調査の結果に 

ついて 

07/2/16 日行連 
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【内容】 
1.前回打合せの時の修正・変更内容確認 

2.納品 

② 会員管理システム 

２日 ＰＭ１：３０～ＰＭ５：００ 

【内容】 
 1.サーバー管理規程について 

  ・サーバー管理者の任命と責任について

  ・倫理規定の要素を盛り込む 

 

① サーバー管理規程打合せ 

１日 ＰＭ１：３０～３：３０ 

【内容】 
1.事務局の人事について検討 

 

③ 諸会議 

５日  ＰＭ３：００～５：３０ 

テーマ Jw_cadの応用 
講師  小林 幸雄会員 

【内容】 
  測量図面をもとに土地利用計画図の作成 
  外部変形の紹介 
  その他(質疑応答) 
 

⑤ Ｊw＿cad 研修会 

７日 ＰＭ２：００～ＰＭ４：００ 

【内容】 
1.平成１９年度予算案編成 

・平成１８年度事業の経過報告 

・平成１９年度予算 

  委員会 年４回 

・電子申請への対応 

  県及び主要市の訪問要望  

    電子認証の普及 

    ＩＣＴ関係研修会 

    ※ＩＣＴ特別委員会で官庁申請書様

     式(書式ルール)を検討し、提案す

ることを要す 

④ ＩＣＴ委員会 

７日 ＰＭ４：００～ＰＭ５：００

【内容】 
1.平成１９年度事業計画予算案について 

2.サーバー管理運営規程の見直しについて

3.選挙管理委員会について 

4.その他 

 ・第１回法テラス栃木地方協議会出席者

について(鈴木康夫氏) 

 ・那須支部研修会講師派遣 住吉会員に

決定 

 ・廃業勧告者への郵送物について 
 ・苦情処理について 
5.事務局の職務担当について 

  職員の退職について 

⑥ 総務部会 

８日 ＰＭ１：３０～５：１５ 
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基礎研修の実施 
１時限目 １：３０～２：３０ 

  行政書士取り扱い業務について 

   講師 前澤眞一会員 

 

 

２時限目 ２：４０～３：４０ 

  諸証明書交付申請およびその見方 

   講師 市川浩一会員 

 

 

３時限目 ３：５０～４：５０ 

  事務所経営と報酬額の考え方について

   講師 住吉和夫会員 

 

⑦ 基礎研修会 

９日 ＰＭ１：３０～４：５０ 

【内容】 
1.行とち２月号の編集・校正 

2.平成１９年度事業計画について 

3.その他 

【決定・検討事項】 

2.最終案をまとめた 

3.サーバー管理規程に関する総務部との

合同会議の報告 

 

⑧ 編集会議 

９日 ＰＭ１：３０～ＰＭ４：３０ 

【内容】 
1.平成１９年度事業計画書および予算書

案の策定について 

2.会社コンプライアンス業務の行政とち

ぎへの発表原稿校正 

【決定・検討事項】 

1.案を一部見直し 

2.原稿一部校正 

⑨ 業務開発部 

１３日 ＰＭ１：００～ＰＭ３：００ 

【内容】 
1.平成１９年２月２３日から２４日に行わ

れるＡＤＲ研修会(メディエーション)の

基礎研修を行った。 

 

・ 行政書士を取り巻くＡＤＲの現状と今

後の研修プログラムについて、田渕委員、

松岡委員長が講義を行った。 

  その後昼食時に今回メディエーション

を受ける会員の選抜を行った。会員は７

名、ＡＤＲ特別委員から３名の合計１０

名が出席する予定。 

  また、予算についても検討を行った。

 

【決定・検討事項】 

  メデイエーション研修会のメンバーが

確定。会員からは７名、委員からは３名

出席する予定。夜の懇親会については、

委員長と会長も出席する予定。 

  ＡＤＲ基礎研修会では、今後の研修プ

ログラムや展望について、活発な意見が

かわされた。 

⑩ ＡＤＲ基礎研修会(メディエーション)

１３日 ＡＭ１０：００～１２：００ 
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【内容】 
1.役員選任規則(１０条)による委員長の選

任について 

2.役員選任規則(１０条)による副委員長の

選任について 

3.平成１９年度定期総会における会長選挙

の対応について 

4.その他 

⑪ 選挙管理委員会 

１６日 ＰＭ２：００～３：３０ 
法定業務研修「貨物自動車運送業」第２日目 
１時限目１０：００～１０：４５ 
     貨物自動車運送事業輸送安全規則

〔抄〕(後編) 
２時限目１０：４５～１１：４０  
    その他の関係法令 
３時限目１２：４０～１３：３０ 
    申請書及び運輸開始までの手続き(前

編) 
４時限目１３：３０～１４：１５ 
    申請書及び運輸開始までの手続き(後

編) 
５時限目１４：２０～１５：１０ 
    効果測定 

⑭ 編集会議 

２８日 ＰＭ１：００～７：００ 

法定業務研修「貨物自動車運送業」第１日目 
１時限目１０：００～１０：５０ 
    法令の体系 
２時限目１０：５０～１１：４０  
    貨物自動車運送事業法(前編) 
３時限目１２：４０～１３：２５ 
    貨物自動車運送事業法(後編) 
４時限目１３：２５～１４：２０ 
    一般貨物自動車運送事業及び特定貨

物自動車運送事業の許可申請の処理

方針(前編) 
５時限目１４：３０～１５：２０ 
    一般貨物自動車運送事業及び特定貨

物自動車運送事業の許可申請の処理

方針(後編)他 
６時限目１５：２０～１６：１５ 
    貨物自動車運送事業輸送安全規則

〔抄〕(前編) 

⑫ 法定業務研修会 

２０日 ＡＭ９：３０～ＰＭ４：１５ 

⑬ 法定業務研修会 

２１日 ＡＭ９：３０～ＰＭ４：３０ 

         
 

【内容】 
 ３月号の編集作業 

お知らせ 

事務局の黒崎さんが、本年３月２２日付で 
退職することになりました。 
事務局では、財務経理部と総務部の一部を 

担当され、電話はいつも「お疲れ様です」と 
温かい声。今後の黒崎さんらしいご活躍を、 
応援しております。ありがとうございました。 

「あっという間の２年６ヶ月間でしたが、 

会員の先生方に色々ご指導頂きまして、 

ありがとうございました」 

  

事務局 黒崎尚男 
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選挙管理委員会のスケジュール 

本年度は役員改選の年です。当栃木県行政書士会選挙管理委員会は、役員選任規則に基づき下記

のとおり選挙事務を行う予定です。 
 つきましては、役員選任規則及び、選挙管理委員会運営規程をご覧になり、ご理解の程宜しくお

願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 選挙管理運営規程第１５条による 
（届出日が祭日・土・日その他休日にあたる時は、翌日 
とする） 

３月７日（水）
委員会の設置 
 
 
４月５日（木） 
会長選挙告示日 
 
 
 
 
４月１１日（水） 
会長立候補届出締切 
 
 
４月１２日（木） 
会長候補者名告示 
 
 
４月２８日（土） 
会長立候補者 
辞退届締切 
 
４月２９日（日） 
会長辞退者名告示 
 
５月３日（木） 
１５日前までに選挙 
広報を会員配布 
 
 
 
５月１７日（木） 
 
５月１８日（金） 
会長選挙期日 
（総会当日） 

 
 
 
 
４０日前 
 
告示日から７日前 
立候補届出期間 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２０日前 
 
 
 
 
 
 
１５日前 
 
投票箱を会館 
事務局に設置 
（不在投票期間） 
 
前日 
 
開票日 
投票箱を議場内 
に設置 

投
票
の
期
間
16
日
間 

注意事項 

①４月５日頃告示通知文及び立候補

届様式等発送予定。 
②会長候補者名等は、行政書士会館

に告示しますので、ホームページ

及び電話にてご確認ください。 
③５月１日頃選挙広報及び投票用紙

等発送予定。 
 
※万が一５月６日までに投票用紙が

届かない場合には、速やかに事務

局までご連絡ください。 
 
④５月３日より５月１７日までは、

事務局内投票所にて投票ができま

す。郵送による場合は、この期間

内に到着するようにして下さい。

⑤投票当日は、投票用紙を忘れずに

お持ち下さい。忘れた場合は投票

できません。 

委 員 長 栃 木支部 青木勇夫 
副委員長 宇都宮支部 小林幸雄 
     足 利支部 金井善久 
     佐 野支部 山本 護 
     小 山支部 市村忠男 
     芳 賀支部 平井弘子 
     塩 那支部 青木絹子 
     那 須支部 奥村俊雄 
     日 光支部 手塚志郎 
     鹿 沼支部 大貫 茂 

選挙管理委員 
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試験会場の様子 
 
足利市に関するさまざまな知識を問う「足利ふ

るさと検定」の第１回検定試験が２月２５日（日）、

足利商工会議所友愛会館で行われた。 
 全国的にブームとなっている「ご当地検定」の

県内第１号で、この検定は、足利に関する歴史、

文化、自然、観光、暮らしなど多分野にわたり足

利の知識の深さを認定する検定試験で広く多くの

方に足利を再認識していただくことや、子供たち

に自分の町に誇りをもてるよう足利のすばらしさ

を知っていただくこと、また、身近な観光案内人

として足利の魅力を積極的に伝え、足利市を訪れ

る方を心温かく迎えるためのホスピタリティの向

上を図っていただくことなどを目的としています。 
 受験者は小学校３年生から８４歳の方まで老若

男女約３００名が受験した。足利市内はもとより

山口県下関市など他府県からも多くの問い合わせ

が寄せられるなど熱い視線が注がれた。 
検定は１級～３級があり、この日は最初のステ

ップの３級試験が行われた。 
 試験には、１２月に発行した公式問題集に掲載

の４００問の中から「足利に因んだ基礎的な問題」

を１００問出題し、８０問以上の正解で合格。 
 合格発表は、３月７日に足利商工会議所本部事

務所およびホームページ上で受験番号により発表

された。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真提供：足利商工会議所 

 
足利のことが楽しく学べる公式問題集 

 
【公式問題集の概要】 
◆「足利ふるさと検定」公式問題集 
 サイズ：A５版／ページ数：１５０項 
◆販売価格 １，０５０円（税込） 
◆販売場所 
 足利商工会議所本部事務所（友愛会館） 
 〒326-850 足利市通り３丁目２７５７ 
 TEL 0284-21-1534 FAX 0284-21-6294 
 
 次回の検定試験日時は未定であるが、次回はぜ

ひ私もチャレンジしてみたいと思います。 
（支局長 金井 善久） 

足利ふるさと検定に挑戦！ 
支局かわら版 

－足利支部－ 
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今回は、芳賀支部秋田豊会員の事務所を訪問し

ました。 

秋田会員は、改めて紹介するまでもなく全会員

周知の当会副会長さらに日本行政書士政治連盟幹

事の重職にあって活躍されております。事務所は、

二宮町久下田の市街地南端寄りで国道２９４号線

から約３０メートル東方に位置し付近には久下田

小学校、せんだん幼稚園などがあります。 

さて、定型インタビューからお尋ねします 

 

１．氏 名 

秋田 豊（あきた ゆたか） 

 

２．事務所々在地 

芳賀郡二宮町大字久下田７６２番地 

 

３．入会年月日 

昭和５９年４月９日 

 

４．入会の動機 

地域にあって永年に亘って受けた温情に書

士業務を通し奉仕ができればと念願、停年後

資格を取得した。 

 

５．専業か兼業か 

専 業 

 

６．得意業務 

遺言・相続・建入。外に祝、弔辞・謝辞・

答辞を毛筆にての代筆が多い。 

 

７．行政書士になってよかったと思うこと 

資格があることで奉仕が出来ること。 

 

８．行政書士になって苦労していること 

（現在は何の苦労もないと思いますが過去の苦

労話でもありましたらお聞かせください） 

特にない。 

 

９．モットーは 

対話を大切に、親身になって相談を受ける、

解決への努力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．ご家族は 

老妻と二人三脚。孫の成長が楽しみ。 

 

11．趣味は 

読書、歴史探訪、山野の散策、川柳を少々。 

 

12．好きな言葉 

和、回光返照（えこうへんしょう） 

 

13．何か一言お願いします 

頑な戦中派。時流に弱いし、不器用者。 

でも自治会長8年の奉仕、川柳での選者など 

特に会員としての誇りを汚すことのない生活

を心掛けています。 

 

 

最後になりますが、秋田副会長の人となりを追

記いたしますと、芳賀支部にあっても元支部長の

立場で豊富な識見のもと、適宜適切なアドバイス

を賜り円満な支部運営に寄与されていることに対

して支部員一同感謝しています。また、自らマイ

カーを運転する際には、必ず助手席に奥様を乗せ

ており愛妻家を伺い知ることができ、うらやまし

いかぎりであります。 

さて、ついつい長談議にふけり時の過ぎるのを

忘れて失礼し早々に、奥ゆかしい奥様に見送られ

て事務所を辞しました。 

 

（広報部 大石 勇） 

 

 

おじゃましま～す！おじゃましま～す！
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釣り紀行 １９ 
 
 先日から４人で東北の田舎へ釣りに来てい

たが、いつも２人１組でコンビをくみ当然２班

に分かれての釣行となる。今日のパートナーの

Ｔ氏と前もって決めた沢に向かい、車止めから

入渓地までは、枝分かれしている片方の沢伝い

に、二股の合流地点まで 15 分位かけて到着し

た。水量はやや少なめと思われる。天気は快晴

だし、今日はゆっくり一日この沢で過ごす予定

で、缶ビールを 3 つ背中のリュックのクーラー

ボックスに氷で冷やしてある。休憩の一杯と昼

寝を楽しみにし、すぐ釣りたいのを抑えて上流

へ少し歩いて魚影が多くなってから釣ろうと

２人、川の中を 15 分くらい歩くうちに我慢で

きなくなり釣り始めた。 
最初にＴ氏に 25ｃｍのイワナがかかり、続い

て私にも同形が釣れた。今日は爆釣かとお互い

にニタリと顔を見合わせ獲らぬ狸の皮算用。交

代しながら釣り上がるが、小型の放流ものが多

く良形がかからない。もっと上流へ行けばかか

るだろうと、釣らずに少し歩き出した。途中、

最近雷が落ちたのか太さ 3ｍもある杉の大木が

根本から 10ｍ位で裂けて辺りには木の幹や枝

葉が散乱している。「こんなのが俺たちに落ち

てきたら、真っ黒こげのミイラになっちゃって、

クマも食わねえな」などと冗談を言いながらも

途中から又釣りだしたが魚はあまりかからな

い。 
 そのうち真夏の太陽が顔を出してギラギラ

と輝きだした。魚がかからないとドンドン歩く、

そして運動量が多くなり額から汗がどんどん

落ちてくる。こぼれる汗を拭きながらさらに上

流へと進むが釣れない。腹も空いてきたので遅

い朝食をとることにした。握り飯を食べながら、

このまま釣り上がるか他の沢へ移動するか相

談したが、結局この沢と今日一日心中すること

になった。 
 休憩しエネルギーが補給され元気になった

２人、釣り再開と竿を出した私と、一方のＴ氏

は相変わらずの今日３回目の置き＊＊。それを

尻目に私は先行して釣りあがって行った。所用

を済ませたＴ氏が追いつき、又交互に竿を出す

が、忘れたころに良形がポツンと顔を出す程度

なので、入渓時の元気な気持ちは潰えてしまい、 
 

 
 
 
もう釣りはどうでも良くなってきた。 
  又、休もうかと話していると、上流の青空 
に黒い雲がかかってきた。「一雨バッときて上 
の方で雨が降って増水し、面白いように魚がか

かればいいな」などとチンタラと釣りあがって

行く。そして 1 時間もしないうちに涼しい風が

上流から吹いてきた。青空だった上空に黒雲が

一気にこちらへ下がってくる。眩しかったお日

様もいつのまにか雲間に隠れて、強い風が吹き

出した途端、上流で稲光が見えた後ゴロゴロッ

と聞こえてきた。「カミナリだ！」川の中は危

険だ、速く車に戻らないとヤバイ。とっさにリ

ュックに竿をしまい、あわてて帰り支度をし急

いで下流へと歩き出した。パラパラと雨が降り

出したが、生憎合羽を持っていない。 
 ５分もしないうちに雷雨が強くなってきた。

ピカッと光ったと同時に「ゴロゴロッ！ビシャ

ーン！」「ゴロゴロッ！ズシーン！」と頭上で

カミナリが荒れ狂っている。川の中を走って戻

るが、弁慶の泣き所や膝等は、滑って転んで何

回も岩にぶつけたが、さすって泣いている暇は

ないし体はビショビショ、おまけに息もゼハゼ

ハ。やっと車から入渓した場所に着いたが、最

後の 10ｍはある土手の勾配がキツイし、クツ底

に貼ってある川の中の滑り止め用のフェルト

が草の上ではすべる。頭上で又「ゴロゴロッ！

ビシャーン！」「ゴロゴロッ！ズシーン！」お

まけに雨がこれでもかと矢のように降ってい

る。焦ればあせるほど足がすべって登れない。

もがいている最中にリュックから全部ビール

が落ち、その瞬間に皮肉にも栓が開き「プシュ

ーッ！」と泡をふいている。それはお昼に俺が

飲むのに持ち歩いた冷えた貴重なビールだっ

た。土手に這いつくばってもがいているその場

の２人の姿格好は、時代劇で良く観る「ヒエー

ッ！お代官様」と言っている悪人とまったく同

じようなものだった。・・・・・無有恐怖 
                (木子岩魚) 
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通達・連絡のページ 

申請取次者証明書及び届出済証明書の更新届出手続について 
在留資格「研修」における再研修等の基準ガイドラインの制定について 

４月号 

 
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可に係る審査基準の一部改正につ

いて 
定住者告示の一部改正について 

会社法の施行に伴う建設業法施行規則の改正について 

ADR 法の施行日等の政令公布について 

５月号 
 

栃木県開発許可事務の手引きについて 

「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」及び「建設業

許可事務ガイドライン」の一部改正 
会社法施行に伴う建設業施行規則・経営事項審査の修正について 
建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行について 
今後の基幹技能者制度の推進に関する指針について 
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の公 
布について 
登記申請のオンライン化について(黒磯出張所) 

６月号 
 
 

不動産登記事務がコンピュータ処理に変わります(烏山支局) 
宇都宮地方法務局栃木支局のオンライン化 
平成１９・２０年度国土交通省に係る競争参加資格審査について 
電子証明書申込受付 Web サイト停止のお知らせ 
経営事項審査の虚偽申請防止対策について 
「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び施行について 
認定市道における道路の占用許可の手続き及び地籍調査事業等により設置された

基準点の保全について(宇都宮市) 

７月号 
 

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可に係る審査基準の一部改正につ

いて 
平成１８年度行政書士試験要項(抜粋) 
建売住宅を目的とする転用申請における前回地の事業進捗状況の審査について 

８月号 

栃木支局の「不動産登記申請」オンライン化の取り消し 
共同担保目録の登記事務がコンピュータ処理に変わります(烏山支局) 
平成１８年度建設業者講習会の開催について 
法テラス１０月２日業務開始 
建設業許可申請の手引きの訂正 

９月号 

法定業務研修テキスト「遺言・相続・遺産分割」の訂正 
都市計画法等の改正に伴う事前協議の取扱い等について 
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律について 
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政

令の公布 

１０月号 

 

宇都宮地方法務局小山出張所商業・法人登記のオンライン化について 

平成１８年度 行政とちぎ ＩＮＤＥＸ (2006.4～2007.3) 
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栃木県平成１９・２０年度入札参加資格審査申請日程表 
栃木県内市町別平成１９・２０年度入札参加資格審査申請日程表 
宇都宮地方法務局大田原支局商業・法人登記のオンライン化について 

１１月号 
     

東北大学大学院法学研究科博士後期３年の課程「専門職業人特別選抜」学生募集の

ご案内 
建設工事競争参加資格審査(平成１９・２０年度)における経営事項審査の取扱いに

ついて 
栃木県内市町別平成１９・２０年度入札参加資格審査申請日程表 
宇都宮地方法務局小山出張所の不動産登記のオンライン化について 

１２月号 

 宇都宮地方法務局栃木支局・大田原支局の登記申請のオンライン化について 
農用地区域の除外に係る日程の変更について(宇都宮市) １月号 
栃木県内市町別平成１９・２０年度入札参加資格審査申請日程表 
下野市農業委員会からのお知らせ 農地転用許可申請等の受付日変更について 
宇都宮市、河内町及び上河内町の合併に伴う都市計画法の規定に基づく開発許可等

の事務の移行について 
農地改良に係る農地転用許可等の取扱いについて 

２月号 

上河内町及び河内町の宇都宮市への編入に伴う登記事務の取扱いについて 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

表紙写真 会員ギャラリー 

２００６．４ 御橋(宇都宮市) 幸せの島「マンデイク」 星野光男(足利) 
     ５ 乙女橋(宇都宮市) 坂本富男拓版画作品 小室明夫(宇都宮) 
     ６ 回顧の吊橋(那須塩原市) 山行 稲葉昌俊(小山) 
     ７ 六方沢橋(日光市) スクエアダンス 山本昭子(宇都宮) 

嶋崎チイ子(宇都宮) 
     ８ 観晃橋(小山市) 土鈴コレクション 関口長四郎(栃木) 
     ９ 烏山大橋(那須烏山市)  

１０ 姿川橋(宇都宮市) 能楽 堀越 功(足利) 
１１ 上平橋(塩谷町) 明石海峡大橋 清水幸敏(宇都宮) 
１２ 太鼓橋(足利市) 合唱団 須永 威(佐野) 

２００７．１ 尾頭橋(那須塩原市) 水墨画 中村良一(鹿沼) 
 ２ 施無畏橋(真岡市) 海釣り 鈴木 昇(小山) 
 ３ 勝山公園大手門橋(さくら市) ガーデニング 奥村俊雄(那須) 
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暖冬で思うこと 

 五十数年を生きてきて、今冬ほど朝起きるのが

辛く感じない年はありませんでした。そして今冬

ほど暖冬だと感じた年もありません。 
私は、毎朝 6 時半ごろに那珂川堤防や近くの田

んぼ道を歩いています。例年は寒風に身を硬くし

て歩くのですが、今年は立春を過ぎたころから文

字通り暖かい日が続き、2 月 9 日にひばりがさえ

ずりながら空にのぼっていくのを、早くも聞いて

しまいました。 
 2 月末の今も、私の住む南那須地区ではまだ一

度も雪が降らないので、今年はもう当地で雪を見

ることはないでしょう。昨年、一昨年は、暮れか

ら新年にかけてかなり降雪があって、冬を実感で

きましたが、今度の冬は入り口からすこし入って、

ウロウロしているうちに出口に来てしまった感じ

です。昨年の日本海側の記録的な豪雪で陸の孤島

になるのもこまりますが、スキー場に雪がないの

も寂しい気持ちになります。 
 ヨーロッパでも暖冬、南半球のオーストラリア 
 
 
 
 
 築城は鎌倉期～南北朝期（１４世紀前半）に氏

家氏４代公宗によると考えられる勝山城。本丸は

深い堀と高い土塁を巡らしており、これを囲む二

の丸とは大小２つの木橋で結ばれていた。一つは

城主や重臣たちが渡るこの大手口の橋である。も

う一つは通用口として南西部の搦手に架かってい

た。 
 大手口には木橋とともに強固な大手門と北側土

塁の張り出し部に櫓台が設けられており、本丸に

攻め込む敵に対して矢を射る横矢掛けの構造にな

っている。 
 昭和６１年（１９８６）の発掘調査で、橋脚台

とともに４つの柱穴が確認され、幅３．３ｍ、長

さ２０ｍの木橋の存在が立証された。この橋は、

調査結果や他の事例を参考に、往時の橋の姿を推

定復元したものである。 
 白い建物はさくら市ミュージアム（旧ミュージ

アム氏家）で、館内には地元出身の日本画家で、

戦前に活躍した荒井寛方の記念室などがある。 
 

 
 
 
では記録的干ばつだと聞いています。世界的に気

候変動が顕著になっていると感じます。地球温暖

化がいわれるようになって久しいですが、原因は、

90％私たち人間の活動によるものだといわれて

います。 
栃木県は来年から森林環境税の導入を目指し

ていることが報じられています。放置されて荒れ

た森林や里山の整備などのために使われるようで

す。豊かな森林から受ける恩恵は、今までは空気

のような存在で、それほど意識しなかったけれど、

これからはその恩恵を、税金を払うことによって

意識し、環境保護に役立ててほしいと思います。 
行政書士の仕事が気候変動の影響をうけるこ

とは、ほとんどないと思いますが、業務上、山林

や農地の開発行為等の事務的仕事を依頼されるこ

とはあります。そのような環境に影響を与えるよ

うなことに、いくらか関わることもあると思いま

す。これは業務範囲であれば、法律に則っての誠

実にやるほかないでしょう。 
     （塩那支部 長谷川久夫） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 勝山公園 大手門橋（さくら市）
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平成１９年度 

栃木県行政書士会定期総会 

日本行政書士政治連盟栃木会定期大会 

日時：平成１９年５月１８日（金） 
場所：「ホテル東日本宇都宮」 

宇都宮市上大曽町 492－1 

事務局からのお知らせ

黒崎さんの退職に伴い、３月２日付で新し

い職員が採用されました。 
 

「佐々木孝雄と申します。

これから事務局の一員と

して、会員の皆様のお役に

立っていきたいと考えて

おります。よろしくお願い

致します」 

お詫びと訂正

行政とちぎ２月号の記載に誤りがありまし

た。お詫びして訂正致します。 

Ｐ１７ 大森勝則会員の欄 
【誤】支部：宇都宮 
【正】支部：那 須 

【入 会】                            （平成 19 年 2月 28 日現在） 
 支部・氏名 会 員 番 号 

登 録 番 号 
入会年月日 

登録年月日 郵便番号 事   務   所 電   話 備考 

小  山 1 9 1 3  

福田和男 07120136 
H19.2.1 

329-

0201

小山市大字粟宮    

1423 
0285-45-0832  

【退 会】 
支 部 氏 名 退会年月日 備 考 支 部 氏 名 退会年月日 備 考 
足 利 國定 守 Ｈ19.2.5 廃 業     

【変 更】                     
支 部 氏 名 会員番号 変更事項 変 更 内 容 

宇都宮 大塚幹夫 1 4 1 6 

事 務 所 
 

事務所名称 

宇都宮市元今泉 1-10-5 IZAX ビル 2階 

TEL 028-639-2060 

大塚国際行政書士事務所 

那 須 大和田和夫 0 1 0 5 事  務  所 那須塩原市西大和 9-7   TEL 0287-36-3551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    会員皆様のご参加をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 

栃木県行政書士会員の動き 

この会報は当会ホームページで見られ
るわけですが、紙媒体との違いをいくつか
挙げてみます。①印刷前にアップされるの
でちょっと早く見られる。②写真やイラス
トが（ほぼ）全部カラー。③表紙の写真を
クリックすると本来の解像度で表示（一
部）。④なんとなく先進的。他にもあるか
もしれません。是非ご覧下さい。 

（広報部 田代） 
 

編

集

後

記 

行政とちぎ３月号 №363 
発行人  栃木県行政書士会 
〒320-  宇都宮市西一の沢町１番 22号 
 0046  電 話 028-635-1411（代） 
     ＦＡＸ 028-635-1410 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ gyosei-totigi@mail.gt9.or.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.gt9.or.jp/gyosei/ 
編 集  広報部 
定 価  250 円 
印刷所  有限会社 高久印刷 

（栃木県行政書士会員の購読料は会費の中に含まれます。） 
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那須支部

 奥村 俊雄会員

　

　５年前から庭造りを始めましたが、始める前に「コンセプト」を議論しあい、結果として、庭木は全て落葉樹

の白い花が咲く雑木を植え、宿根草も白花、そして更に1年生草も白い花で統一する所謂純正な「ホワイト・

ガーデン」を目指すことになりました。

　３年目ごろからは点景として「青系統の1年生草」を加えることで、より白を強調させています。1本の草木を

植える場合も常に補助者と協議し、互いに納得が行くまで花論議を続けています。この補助者は「人生の

パートナー」でもあります。

Illumination

Gardening

大田原市イルミネーション・コンテスト金賞受賞作品
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